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子どもの心の健康支援の推進
【今後５年間の目標】

子どもの心の健康に関する研修を受けている小児科医、精神
科医（子どもの診療に関わる医師）の割合

・・・１００％

【具体的施策】
子どもの心の問題に対応できる小児神経科、児童精神科

等の医師、保健師等の養成を図るとともに、精神保健福祉
センター、児童相談所等における専門相談の充実を図る。

少子化社会対策大綱に基づく重点施策の
具体的実施計画について(抜粋)

平成１６年１２月２４日 少子化社会対策会議決定

子ども・子育て応援プラン

「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会（平成17年3月～平成19年3月）


